
須坂市教育委員会 10 月定例会 会議録 

 

１ 日 時 令和元年１０月２５日（金）午後２時 ～３時５５分  

 

２ 場 所 ３０５会議室 

 

３ 出席した委員 教育長      小林 雅彦 

         教育長職務代理者 神戸 要子 

         教育委員     土屋 保男 

         教育委員     二ノ宮邦彦 

         教育委員     水上 智恵 

 

４ 説明のため出席した職員 

         教育次長     関  政雄 

学校教育課長   滝澤 学 

         子ども課長    新井 修一 

         人権同和教育課長 牧  宏 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長 北堀 智 

         生涯学習スポーツ課長 田中 賢一 

         中央公民館長   山岸 一延 

         主任指導主事   後藤 昭彦 

         指導主事     竹前 金三 

         指導主事     宮崎 健 

         指導主事     北村 雅 

 

５ 事務局出席職員 

庶務係長     中村 健司 

庶務係主査    森井 徳一 

 

６ 本日の会議に付した事項 

（１）学校等の状況報告について 

  （台風 19 号被害状況と対応について） 

 

（２）議 題 

議案第 24 号 須坂市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定 



める条例の一部を改正する条例 

議案第 25 号 須坂市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める

条例の一部を改正する条例 

議案第 26 号 須坂市社会教育指導員設置に関する規則の一部を改正する規則 

議案第 27 号 須坂市保育の必要性の認定等に関する規則の一部を改正する規則 

議案第 28 号 須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

 

（３）協 議 

①須高市町村協議会研究協議会懇談テーマについて 

 

（４）一般行政報告 

①教育長出席行事の報告について 

 ②行事共催等承認の報告について 

③情報公開制度運用状況について 

④個人情報開示制度運用状況について 

 

（５）その他 

①教育委員会行事予定について 

②須坂市教育委員会主催・共催大会等への出席について 

③2019 年度中高生海外研修事業について 

④令和元年度「家庭の日」啓発活動について 

⑤第 47 回部落差別をはじめあらゆる差別をなくす市民大集会について 

⑥2019 年度人権教育啓発標語・ポスター最優秀作品の表彰について 

⑦その他 

 

 

小林教育長が開会を宣した。 

１ 学校などの状況報告について 

  教育長が説明を求めた。後藤主任指導主事が説明した。 

 二ノ宮委員から「新規不登校の生徒数が増えているが理由は」との質問があり、「原

因については不明。急に増えている。ただ、短期間で復帰できた子もいる」との答

弁があった。 

 教育長から「教員の事故が増えているため、臨時の校長会を開き注意喚起を行っ 

た」との話があった。また加害者が教諭、被害者が児童の事故について詳細な内 

容説明を求める質問があり、事故の詳細について説明した 



台風 19 号被害状況と対応について 

各課長が説明した。 

学校教育課：豊洲小学校、豊洲児童クラブで床上浸水。複数の学校で雨漏多数。豊

洲小学校・児童クラブともに２日間休校 10月 17日から再開。避難所を 6校に開設。

被災児童生徒への対応として汚損した教科書の手配、就学援助費の支給。下水処理

場の被災による対応のため仮設トイレを豊洲小に 5台・日野小に 10 台設置。 

子ども課：避難所を２園に開設。被災児童へ副食費・保育料等の減免。 

生涯学習スポーツ関係：福島スポーツ広場水没。市民体育館雨漏り(使用中止)。米

子瀑布群、周遊道の損壊。避難所を 4施設に開設 

中央公民館関係：豊洲地域公民館水没。南部地位公民館、倒木により電気・電話線

断線。日野地域公民館にボランティアセンター設営。避難所 6施設に開設。 

  

２ 議 題 

議案第 24 号 須坂市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

特に質問は無く承認された。 

 

議案第 25 号 須坂市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条

例の一部を改正する条例 

教育長が説明を求め、子ども課長が説明した。 

特に質問は無く承認された。 

 

議案第 26 号 須坂市社会教育指導員設置に関する規則の一部を改正する規則 

教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

特に質問は無く承認された。 

 

議案第 27 号 須坂市保育の必要性の認定等に関する規則の一部を改正する規則 

教育長が説明を求め、子ども課長が説明した。 

特に質問は無く承認された。 

 

議案第 28 号 須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

教育長が説明を求め、子ども課長が説明した。 

特に質問は無く承認された。 

 

 



３ 協 議 

（１）須高市町村協議会研究協議会懇談テーマについて 

 教育長が意見を求め、各教育委員が回答した。 

 神戸職務代理：保育園と小学校の連携について 

 土屋委員：台風 19 号における児童生徒のケアについて 

 二ノ宮委員：①全国学力テスト・共通テストの結果の取り扱いと考察、家庭へのフ

ィードバックについて 

       ②小中学校でのスマホ、ケータイの所持実態について 

 水上委員：小学校での給食時間にともなう残飯について 

 

４ 一般行政報告 

 （１）教育長出席行事の報告について 

    教育長が主だった出席行事について説明した。 

   ・１０月３日、４日おんかつアウトリーチ（学校訪問）、５日おんかつリコー

ダーコンサート、リコーダーの達人に来ていただいた。コンサートは座席の

９割が埋っていた。リコーダーは子ども達が吹いているので、来年は是非自

分の学校でもやってほしいという声が今年聴かなかった学校からあがって

いた。 

   ・１０月１９日の「家庭の日」作文・ポスター表彰式では今回の災害で大変な

中、避難所から来た生徒もいた。受賞者の作品の表現力に感動した。 

   ・１０月２２日に中高生海外研修事業事前研修会があった。これは３月末にポ

ートランドへ海外研修に行く中高生の事前学習で全３回の内の第１回目。 

 

（２）行事共催等の報告について 

  小林教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

  ・後援事業承認１１件。 

 

（３）情報公開制度運用状況について 

・小林教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

 

（４）個人情報開示制度運用状況について 

   ・小林教育長が説明を求め、子ども課長が説明した。 

 

４ その他 

（１）教育委員会行事予定について 



   小林教育長が説明を求め、各課長が説明した。 

  ・次回教育委員会は、１１月２０日午後２時から防災活動センターで開催するこ

とに決定した。 

 

（２）主催共催大会等への出席について 

   小林教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

 

（３）2019 年度中高生海外研修事業について 

   小林教育長が説明を求め、学校教育課長が説明した。 

 

（４）令和元年度「家庭の日」啓発活動について 

   小林教育長が説明を求め、子ども課長が説明した。 

 

（５）第 47 回部落差別をはじめあらゆる差別をなくす市民大集会について 

   小林教育長が説明を求め、人権同和教育課長が説明した。 

 

（６）2019 年度人権教育啓発標語・ポスター最優秀作品の表彰について 

   小林教育長が説明を求め、人権同和教育課長が説明した。 

 

（７）その他 

特になし 

 

小林教育長が閉会を宣した。 

 


